
生きがいに繋がる音楽を始め
ませんか？ 「らくらくピアノ」
日  月2 回（曜日要問合せ）10：00～11：30
所  DMG MORI やまと郡山城ホール  

平和地区公民館 、片桐地区公民館
対  中高年　費 月3,000円
問 山根　☎53-3279

歴史を学び食を楽しみましょう
日  毎月第 2･4木曜 10：00～12：00
所 南部公民館
対  史蹟見学とグルメ好きな人
費  月1,000円
問  史蹟散歩＆グルメの会・宮ノ下 

☎090-2194-0164
DIYを楽しみませんか
日  毎月第 2 ･4土曜 9：00～17：00
所 南部公民館
対  市内在住・在勤
費 月1,000円
問  南部D.I.Yクラブ・浅井  

☎52-9838
笑いヨガで肺のストレッチ
日  毎月第1・3月曜 10：00～11：15
所 総合公園施設
対  市内在住の50歳以上の女性
費 入会金 500円/ 1回500円
問  楽・楽・笑会・実吉  

☎090-9623-4881

ちょっとしたお手伝いします
日  お困りの内容をお知らせいた

だいてから日時を決めます
所  内容により訪問場所が異なります
対  だれでも
費 交通費程度
問  ちょこっとわかば  

☎080-2508-9498

■ 会 員 募 集

楽しく土ひねりしませんか   
（体験無料）

日  毎月第 1・3 木曜  
9：30～14：00

所 片桐地区公民館 美術創作室
対  陶芸経験問わずだれでも
費 入会金2,000円/月2,000円
問  片桐桐陶会・瀬川  

☎52-3036

小学生男女バレーボール教室
（無料）

日   毎週土･日曜 9：00～12：00
所 片桐小学校体育館
対  県内男子女子小学生
問  片桐VBC・河合  

☎090-9878-7837

こども食堂・学習支援・   
プログラミング教室
日・所  8月22日（日） 里山の駅「風

とんぼ」※デーキャンプ
 9月12日（日） 南部公民館
対  主に中学生までの子どもと子

育て家庭
費  中学生まで無料、大人300円 

（定員制・HPで要予約）
問  特定非営利活動法人 せいじゅ

ん たすけあい こども食堂  
☎56-1112

傾聴ボランティア”よりそい”
でおしゃべりしませんか（無料）
日  毎週月･金曜（1 回30分）  

13：00～15：00
所  アスモ地下1階 ボランティア

ビューロー 会議室
対  市内在住のみなさん
問  市社会福祉協議会 福祉課  

☎53-6531

■ イ ベ ン ト

大和郡山平和祭（無料）
日  8月13日（金）15：00～19：00
 8月14日（土）19：30～19：00
 8月15日（日）19：30～16：00
所  DMG MORI やまと郡山城ホール
対  だれでも
問  平和実行委員会・松本  

☎52-0998

第38回 チャリティコンサート
日  8月22日（日） 14：00～16：00
所  DMG MORI や ま と 郡 山 城

ホール 小ホール
対  市民
費  1,000円
問  大和郡山市音楽芸術協会事務

局・数井　☎53-2640

合同写真展 あすなろ・城ケ丘
写真クラブ（無料）
日  9月4日（土）～6日（月）  

9：00～17：00
所  DMG MORI やまと郡山城ホール
対  だれでも
問 引地　☎090-8655-3914

掲載について　営利を目的としないで、独自に行っているイベントや、そのサークルへの参加を
広く市民に呼びかける内容とします。掲載希望号発行日の 1 ヵ月前までに企画政策課へ。

日＝日時  所＝場所  対 =対象  費 =会費  申 =申込  問＝問合せ  持 =持ち物

平和地区公民館 
「夏休み子ども絵画教室」

日時＝8月19日（木）・23日（月） 各日9時30分～11時30分
場所＝平和地区公民館  美術・技術室
対象・定員＝小学1～4年生、各日8人※定員を超えた場合は抽選。
費用＝教材費100円　講師＝松山 克子さん
申 込・問合せ＝8月10日(火)までの9時～17時(土・日曜、

祝日除く)に、官製ハガキか通信費63円を持って、平
和地区公民館(☎52-2346)へ

　 郵送の場合は、往復ハガキに、希望日時・児童の郵便
番号・住所・名前・学年・電話番号を、返信欄には児童の
郵便番号・住所・名前を記入して、8月10日（火）必着で、
平和地区公民館(〒639-1107 若槻町4-4)へ

消防法違反について 
(大和郡山消防署からのお知らせ)

　近年、「建物に新たなテナントが入居する」、「テナントが入
れ替わる」、「建物を増改築する」などにより、知らない間に
消防法違反となっていることが多くあります。これらをお考
えの人はまず、新たにスプリンクラー設備や自動火災報知設
備など消防用設備等が必要かを消防署に相談し、消防用設
備等の設置や必要な届出をしてください。消防法に違反した
場合は、公表制度により、建物名称、所在地、違反内容を消防
本部ホームページ等への掲載、使用停止命令や告発といった
行政処分の対象となる場合がありますのでご注意ください。
問 合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署  

予防課(☎59-1289)
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